
　

75
歳
以
上
の
方
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
方
は
65
歳
以

上
）
が
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
有
効
期
限
が
７
月
31
日

ま
で
）
が
新
し
く
な
り
、
７
月
下
旬
に
加
入
者
の
皆
様
に

送
付
さ
れ
ま
す
。
申
請
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

８
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
証
は
、
被
保
険
者

の
所
得
に
応
じ
て
、
自
己
負
担
割
合
が
１
割
の
方
と
３

割
の
方
が
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療からお知らせ

後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先

【制度運営全般】秋田県後期高齢者医療広域連合　業務課　電話番号 018-853-7155

【各種申請・届出】仙北市役所市民課　国保年金係　電話番号 0187-43-3307　

【保険料の算定・金額・納め方】仙北市役所税務課　市民税係　電話番号 0187-43-1117

後
期
高
齢
者
医
療
の

「
保
険
証
」
が
新
し
く
な
り
ま
す

【
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
】

（
有
効
期
限
）

平
成
23
年
７
月
31
日
ま
で

《
注
意
》
８
月
１
日
か
ら
は
、
使
用
で
き
ま
せ
ん

【
新
し
い
保
険
証
】

（
有
効
期
限
）

平
成
23
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
24
年
７
月
31
日

ま
で
（
１
年
間
）

＊
７
月
下
旬
に
、
自
宅
へ
送
付
さ
れ
ま
す

＊
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
８
月
１
日
か
ら
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
ま
し
た
ら
最
寄
り

の
市
役
所
窓
口
に
返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分
で

裁
断
す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

現
在
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
へ

　

平
成
22
年
中
の
所
得
で
、
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非

課
税
と
な
る
世
帯
の
方
は
、
入
院
時
の
食
事
代
と
１
カ

月
の
医
療
費
自
己
負
担
限
度
額
が
減
額
に
な
る
「
限
度

額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
、
交
付
を
受
け
て
い
る
方

で
、
引
き
続
き
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
と
な
る

世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、
8
月
1
日
か
ら
有
効
と
な
る

「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
保
険
証

と
一
緒
に
送
付
い
た
し
ま
す
。
送
付
さ
れ
た
方
は
、
新

し
い
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
対

象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
方
で
、
８
月
１
日
か
ら
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
の
対
象
と
な
る
方
に

は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
決
定
通

知
や
納
付
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す

　

平
成
22
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
確
定
し
た
平
成
23
年

度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知

や
納
付
書
を
、
加
入
者
の
皆
様
に
送
付
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
徴
収
方
法
に
は
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

徴
収
）
と
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ

る
徴
収
）
が
あ
り
ま
す
が
、
年
金
額
や
介
護
保
険
料
等

の
状
況
に
よ
り
徴
収
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
75

歳
に
な
る
な
ど
加
入
者
と
な
る
時
期
の
違
い
に
よ
り
特

別
徴
収
の
開
始
時
期
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
を

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
税
務

課
や
各
地
域
セ
ン
タ
ー
、
出
張
所
窓
口
で
納
付
方
法
変

更
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
と
、
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
の
徴
収
）
や
納
付
書
に
よ
る
徴
収
か
ら
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
随
時
手
続
き
は
可
能
で
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
は
直

ち
に
口
座
振
替
へ
の
切
替
え
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
市
内
金
融
機
関
で
口
座
振
替
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

平
成
23
年
度
の

保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
県
内
の
加
入
者
全
員

に
等
し
く
納
め
て
い
た
だ
く
「
均
等
割
額
」
と
、
加
入

者
本
人
の
基
礎
控
除
後
所
得
に
応
じ
て
納
め
て
い
た
だ

く
「
所
得
割
額
」
が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
の
低
い
世
帯

の
方
は
、
世
帯
主
及
び
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
、

下
記
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽
減
に
つ
い
て
は

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
均
等
割
額
】
３
万
８
９
２
５ 

円

【
所
得
割
額
】
基
礎
控
除
後
の
被
保
険
者
本
人
の
総
所
得

金
額
× 

７
・
18
％

＊
保
険
料
は
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
と
な
り
ま
す
。

被保険者本人の総所得金額等

（基礎控除後）
軽減割合

580,000 円以下（年金収入のみの場合は

1,530,000 円～ 2,110,000 円以下）
5 割

●均等割額の軽減●所得割額の軽減

該当する方の条件等 軽減割合 均等割額

後期高齢者医療に加入する前

日に、職場の健康保険等の被

扶養者だった方

9 割 3,892 円

●職場の健康保険等の被扶養者だった方の軽減

《注意》国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国

保組合）に加入されていた方は、軽減措置の対象になり

ません。

世帯主および被保険者の総所

得金額が下記基準を超えない

世帯

軽減割合 均等割額

330,000円（基礎控除額） 8.5 割 5,838 円

被保険者全員の年金

収入 80 万円以下で、

その他各所得がない

9 割 3,892 円

330,000 円 +245,000 円×

被保険者の数（世帯主である

被保険者を除く）

5 割 19,462 円

330,000 円 +350,000 円×

被保険者の数
2 割 31,140 円

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
が
お
持
ち
の

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
が
更
新
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
受

給
者
証
は
7
月
下
旬
に
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
も
更
新
に
な

り
ま
す
。
該
当
と
な
る
方
に
は
申
請
書
を
併
せ
て
送
付
し
ま
す
の
で
８

月
１
日
以
降
に
各
庁
舎
国
保
担
当
窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
課
か
ら
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新
が
あ
り
ま
す

　

70
歳
未
満
で
８
月
１
日
以
降
も
入
院
の
予
定
が
あ
る
方
は
、「
国
民
健

康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請
を
す
る
こ
と
で
入
院
に
か
か
る
医
療

費
の
減
額
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
各
庁
舎
国
保
担
当
窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。 70

歳
未
満
の
方
で
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
は
更

新
が
必
要
で
す

福

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

８
月
１
日
か
ら
更
新
さ
れ
ま
す

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

　

現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
該
当
者
に
は
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、

未
申
請
の
方
・
今
年
度
新
た
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
８
月
１

日
以
降
に
市
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
更
新
日
程
／

　

７
月
26
日
（
火
）
西
木
庁
舎
・
桧
木
内
出
張
所

　

７
月
27
日
（
水
）
田
沢
湖
庁
舎
・
神
代
出
張
所

　

７
月
28
日
（
木
）
・
29
日
（
金
）
角
館
西
側
庁
舎

　

＊
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

【
福
祉
医
療
制
度
】　
医
療
費
の
自
己
負
担
を
補
助
し
ま
す

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
乳
幼
児
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
等
、
高

齢
身
体
障
が
い
者
お
よ
び
重
度
心
身
障
が
い
（
児
）
者
の
心
身
の
健
康
保

持
と
生
活
の
安
定
を
は
か
る
た
め
、
医
療
費
の
保
険
適
用
分
の
自
己
負
担

相
当
額
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
に
か
か
る
費
用
は
、
秋
田
県

と
仙
北
市
が
負
担
す
る
も
の
で
す
。

●
乳
幼
児
…
生
ま
れ
た
日
か
ら
満
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

　

月
31
日
ま
で
（
例
え
ば
、
７
月
10
日
で
満
６
歳
に
な
っ
た
人
は
翌
年
の

　

３
月
31
日
ま
で
）

●
母
子
・
父
子
家
庭
の
児
童
…
母
子
・
父
子
家
庭
と
な
っ
た
日
か
ら
満
18

　

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
（
例
え
ば
、
７
月
３
日

　

で
満
18
歳
に
な
っ
た
人
は
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
）

●
重
度
心
身
障
が
い
（
児
）
者
…
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
～
３
級
を
持
っ

　

て
い
る
方
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
を
持
っ
て
い
る
方

●
高
齢
身
体
障
が
い
者
…
65
歳
以
上
の
身
体
障
が
い
者
手
帳
４
～
６
級

　

を
持
っ
て
い
る
方
（
社
会
保
険
本
人
を
除
く
）

＊
重
度
心
身
障
が
い
（
児
）
者
以
外
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
重
度
心
身
障
が
い
者
で
あ
っ
て
も
社
会
保
険
本
人
の
場
合
に
は
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

＊
乳
幼
児
の
自
己
負
担
の
補
助
内
容
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

①
受
給
者
は
、
医
療
機
関
で
自
己
負
担
分
の
半
額
を
負
担
。
た
だ
し
、

　

上
限
は
千
円
（
一
医
療
機
関
、
１
カ
月
ご
と
、
入
院
・
外
来
別
）

②
０
歳
児
は
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
な
し

③
市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
は
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
な
し

問
合
せ
／
市
民
課
国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
（
43
）
３
３
０
７
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